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平成26年７月 

（平成27年９⽉変更） 

 

福岡県宗像市 
 



宗像に生まれて良かった 

宗像に住んで良かった 

宗像が好きだ 

いつの時代にも、誰からも、そう思ってもらえるようなまちにしたい 

宗像の歴史的風土に裏付けされた景観まちづくりは、 

必ずやそのような心を育む大きな力となるでしょう 

そして、いまを生きる私たちが 

これまで受け継がれてきた宗像の景観を大切にしようとしていたことを 

未来の人たちに伝えたい 

そのための、景観計画 

宗像が宗像であり続けるために 

私たちはいま、その新たなスタートを切ったのです 

さあ、みんなで宗像の景観を守り、育んでいこうではありませんか 

 

 

平成26年7月 

 

 

宗像市長 谷 井 博 美
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